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 はじめに  

全国社会福祉協議会（以下、全社協）では、2020（令和 2）年 2月に「全社協 福祉ビジ

ョン 2020」（以下、福祉ビジョン 2020）を公表しました。「福祉ビジョン 2020」は、2040

年を視野に入れつつ、2030 年までに社会福祉協議会、社会福祉法人・福祉施設、民生委員・

児童委員等とともに取り組む横断的な方向性を示すものとして、取りまとめたものであり、

「地域共生社会」および SDGｓの「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社

会」の実現を包含した「ともに生きる豊かな地域社会」をめざしています。 

 

一方、国においては、「全世代型社会保障検討会議」を設置し、高齢者や子どもたち、子

育て世代、現役世代まで広く安心を支えるための社会保障全体の持続可能な改革の方針を

2020（令和 2）年 12 月にまとめています。そのなかで、とくにわが国の未来を担う子ども

たちのために、長年の課題である少子化対策を大きく前に進めるとし、その政策課題の一つ

として「里親制度、養子縁組等の周知啓発」「児童虐待の予防の観点から地域で子どもを守

る体制の強化や児童福祉施設の子育て家庭への支援」を盛り込みました。 

  

こうした方向性は、2016（平成 28）年 6 月 3 日公布・施行の児童福祉法改正がその起点

となっています。この児童福祉法改正において、子どもの権利条約の精神に則り、子どもが

権利を有する主体であると位置づけられ、「家庭養育優先の原則」という理念が法に明記さ

れました。 

 

この児童福祉法改正を受けて、2017（平成 29）年 8 月 2 日には「新しい社会的養育ビジ

ョン」が取りまとめられました。「新しい社会的養育ビジョン」では、新たな子ども家庭福

祉の構築を推進するとし、「家庭養育の原則」を実現するため、原則として就学前の子ども

たちの施設への新規入所の停止などが提起されました。このことは、日々、真摯に支援を必

要とする子どもたちを養育している全国の社会的養護関係施設の関係者に大きな衝撃を与

えるところとなりました。 

 

さらに国は「新しい社会的養育ビジョン」に基づき、児童虐待の発生予防から自立支援ま

で一連の対策のさらなる強化等をはかるために、各都道府県が社会的養育推進計画を策定す

るよう、2018（平成 30）年 7 月 6 日に推進要領を示し、2019 年度末までの策定を求めまし

た。今後は、策定された都道府県社会的養育推進計画により、2020 年度から 10 年計画で所

要の措置をはかっていくこととなっています。 

 

顧みると、全社協では 1995（平成 7）年 10 月に新たな児童家庭福祉の構築に向けた「児

童福祉施設再編への提言～児童福祉施設のあり方委員会報告」を取りまとめています。この

報告書では、児童福祉施設をめぐるニーズの変化等に対応するため、児童福祉施設の小規模

化、機能強化、専門性の向上、そして家庭養育支援等を担うための関係施設の再編などを提
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言しました。 

 

しかし、これまでの間、国において数次にわたる社会的養護分野の制度改革に向けた検討

が行われてきましたが、今日まで抜本的な制度改革とそのための大胆な財源投入の実現には

いたっていません。 

 

こうした経過をふまえ、全社協では、2020（令和 2）年度からの都道府県社会的養育推進

計画の実施を契機として、今後、いかに社会的養護関係施設が具体的に取り組んでいくか、

そのための制度上の課題をどう改善していくべきかということに関し、社会的養護関係者の

協議が必要であるとし、全社協・政策委員会のテーマ別検討会として「社会的養護関係施設

が担う役割・機能に関する検討会」を設置しました。 

 

検討会では、「社会的養護関係施設を取り巻く課題」の整理とともに、「今後の社会的養護

の取り組みの方向性」について、とくに児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設等の社会

的養護関係施設の横断的・総合的な今後の役割と機能のあり方、そして「家庭養育優先の原

則」にかかる里親等への支援のあり方や連携・協働にかかる課題等について、2020 年 8 月

より 5回にわたり協議を重ねてきました。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化するなかでの社会的養護関係施設等で

の現場実践への影響やコロナ禍によりみえてきた配置基準等への課題について付記するこ

ととしました。 

 

厚生労働省では、2年後に向け、児童福祉法を改正するための検討を今春から着手するこ

とを予定しています。 

この中間まとめは、2年後の児童福祉法改正に向けて福祉実践の場からの提言を行うこと

を目的に、広く社会的養護分野関係組織（者）に意見・要望を求めるため、政策委員会とし

て公表するものです。今後、社会的養護分野関係組織（者）等からの意見をふまえ、検討を

重ねたうえで、2021 年秋には最終報告を取りまとめることを予定しています。 

 

 

                        2021 年 3 月 8 日 

 

          社会福祉法人 全国社会福祉協議会 政策委員会 

               社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 
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 的 護   

（ ）   

1989（ ）年の1.57 30年 で少子 は ど 、

、政府 率 1.8 の は、 り で

りも 数 減少 であり、2020（ 和 2）年の 数は新

の り 80 の新 道もあり

1994（ 6）年、少子 策 始 り、 の 、相 で

政策の見 施 、少子 ど の で大 政策 入

政 入 の指 もあり

で、少子 、 の 代の社 形 の 、

ど社 の も 、子ども は 岐

り、 児童 、子どもの 等

り、 子ども ち 社

1.57 の 年の 1990（ 2）年度 は児童 は全 で 1 101 で

、 30 年 2019（ 和 ）年度の児童 相 数は 19.3 り、

年、 高 新 も 10 、 前 （子ども 目

）も 、子ども 社 広

少子 あり 、 の 30 年 、 相 は 新 、

も相 数あ 等の 重

のも では、子ども の の 子どもの

り 子ども の 、 期の

は 、 、重 り

子どもの り、 育 は、市 子ども 合 子

育 代 、児童相 所等の 政 、 あ ・

も 、 ・協 、 子ども の

重

1
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 （ ） 児童   

    的 護   

合（以 、 ）は、2009（ 21）年 12 18 児

童の代替養 指 （ o o ）

1 の指 は、 3歳未満の児童の代替 養 は 本

で であ 、 本 での代替養育の

本政府は 1998（ 10）年、2004（ 16）年、2010（ 22）年、2019（

和 ）年の 4 、 ・子どもの 委 所見 り、

2019（ 和 ）年 2 7 の 2では、子どもの 本

置 、 岐 の で

子ども 、2016（ 28）年の児童福 等 、

2017（ 29）年 8 2 の 新 社 養育 （以 、社 養育

）の

 2016 年児童   

う 子どもの 、 では 2016（

28）年 児童福 の児童福 では、子ども の

、 1 で 児童は、児童の の 神 の り（ ）

の の 長 （ ） 等 定

2 2 では 児童の は、児童 も 育

う 、 3 では は、児童

の も 、児童 も 育 う 政の

、児童福 3 2 、 は、児童

も 養育 う、児童の

、児童 の の の 、 の の置 の の

、児童 養育 であり は で 合

あ は児童 養育 の養育 養育

う、児童 養育 養育 で 合 あ

1
児童の代替 養 指 （ o o ） 等・児童 福

. . o. 2 98520000018 6 2 98520000018 .
2

本の 4 ・ 5 政府 所見 . o . o. o 100078749.

2



8

は児童 で り良 養育 う、 置

、 養育 の の

養育の の理 定

う 理 の は、社 養 施設等（児童養 施設、 児 、 子

施設、児童 理 施設、児童 施設、 、児童

） の （ 養育 里親、 （以

、里親等） の も ） 、 う 施設 も

、 等 、施設の高 ・ 等 う

で

 （ ） 的 性  

児童福 り、2018（ 30）年 7 は、 は都道府県 、2019

（ 和 ）年度末 で 都道府県社 養育 計画（以 、社 養育 計画）

策定 う、策定 2020（ 和 2）年 8 で 全都道府県

の社 養育 計画 、 では取り

で

全都道府県の社 養育 計画 、10 年 （2029 年度）の代替養育

の子ども見込 数 で 定 県は 15 都県であり、32 道府県は減少

見込 で 大 で見込 で のは東京都（ 717 ） 高知県（

183 ）の 2都県 ど

社 養育 は、 市 の の り、 り

、代替養育 子どもの数は 高

年の の 等 、本 代替養育 子

ども 減少 の 、 で

、社 養育 計画では、 、里親等 の 置委託 上 目

標 設定 で、10 年 の施設 の 置入所の子ども数は全県で減少の見込

減少 合の 大は 61.6％（始期 596 →終期 229 ）で

社 養育 計画 、里親 、 重

、 の 重

、代替養育 子どもの見込 数 も 、施設 の 置入所見込 の

児童数 、 児童福 の 画

分 重ね 計画 の 、 、 あ

り のう で、代替養育 子ども 、

・整

3
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 （ ） 児童   

2019（ 和 ）年度の児童相 所 児童 相 数は 19.3 、

29 年 で 高 新 の は、児童相 所

189 社 の 前

等 あり 、児童相 所は 、 の 等 等の 期

児童相 所 は、 相 （養 相 ） で 、 のあ 子ども 相

、 相 、子育 相 であ 育 相 （ 相 、

の相 、 の相 、 相 ）等 、

2018（ 30）年度 全 の児童相 所 の相 数

は 504 856 3

（ ） 児童相 所 も 全社協

児童相 所の は全 で 14 000 で のうち児童福 は 3 381 、

児童 理 は 1 570 （2019 年 4 1 ）

20 の 相 の児童福 ではあり 、

数 全 の児童福 の 数で 、1 あ り年 52.3

計 り、 大 数 り

口 6 600 の では （ 本の児童相 所

3
30 年度福 政

養護相談, 

228719

障害相談, 

188702

育成相談, 

43594

非行相談, 

13333
保健相談, 

1644
その他, 28864

児童相談所における相談の種類別対応件数
（2018年度）

総数

504,856件

4
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o ） 30 670 り、

1 あ りの 数は 16.8 の 4 あり の児童

数 数 、 の児童相 所

の児童福 は、 置数 少 、1 あ りの相 数 う

の 高 、 のあ で、児童相 所等の

は 知

、 政 は定期 あり、 子ども の

の形 の定 の指 もあり 全 の児童福 の 年数

、5 年未満の は 61％ 5 の

長 も 、 等で の

等 等 、 率の高 等も指

（ ） 児童相 所 も 全社協

児童相 所 子どもの数は 数、 所 数 も

あり、2018（ 30）年 は 1 あ りの 児童数は 2 079 、

所 数は 29.4 入所率 、100 所

27 所、 2 の 所で の 施設

の 設 の 、 子ども も で ど、

上の 指 6

4
社 福 2018 年度 44 児童福 海 児童福 2019 年 3

5
和 年度全 児童福 長・児童相 所長 （ 和 年 8 ）

6
政 児童の社 養 2020 年 12

児童 の （ ％）

5
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では 2016（ 28）年 4 児童相 所 、児童相 所

の 取り り 児童相 所 では、児童福

の 置 口 4 7 1 、4 1 上 、2019（ 和 ）年

度 で

の 、2018（ 30）年 東京都目 の 、児童

相 所の うの 、2018 年 12 は 児童

策 合 （以 、新 ） 新 では、2022（

和 4）年度 目標 口 3 1 の児童福 置 、2017（ 29）年度

2 020 の児童福 の

 

 （ ）   

 保護児童   

の 30 年 、里親等 委託 子ども、児童養 施設、 児 等 置

子どもの 数は、 35 000 前 で のうち、 置施設入所児童

の は、児童養 施設、 児 も 減少 り、 児童養 施設の就学前児

童の入所 大 減少

分 代替養育の 児童数は、 の 30 年 、

43 000 46 000 で 、 児童の 数 は 少子

、 児童の数は少子 見あ 減少 見 、 全児童数

児童の 合は高

数 も 、施設 里親等の

う は、 等 も 、 の 子ども ち

う で う 子ども ちの は、 の子育 の

り、 の う 子ども ちの 減 も、 の り

見 り等の の整

、 置 あ は 子ども ので、社

養 施設 里親等は 、 う 子ども ち 合 、養育

あ

 一時保護   

の 、2018（ 30）年 児童相 所 子どもの数は 46 497

であり（うち ものは 24 864 、53.4％）、10 年 で 1.8

6



12

、 のうち 所 子どもは 25 764 （うち

子どもは 14 468 、56.1％） 、児童福 施設等 委託

児童は 20 733 （うち 子どもは 10 396 、50.1％） 、10 年前

5 7

東京都目 の 、 政 分であ 児童相 所の は

う 、施設 の委託も 施設では入所児

童 の児童 で は 、

施設の （ 、施設 ）の 、 の

は の

の期 は 2 は もの 、2018

（ 26）年 は 2 は 5 770 （2018 年度

数の 12％） の

子ども ちは の 、 定

2018（ 26）年度の 、 子どもの 数

（ ） 政 児童の社 養 も 全社協

7 の手 等 2020（ 和 2）年

児童 の

の

の の児童

の

の

保 の対

7
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の う 、 子ども ち り、

は は、社 養育 高 の

、 の で

の 、社 福 、里親等 児童相 所・市 政

は り 、 定期 等 施

 

 （ ）   

、 では 社 の 、 で の 代

り、相 もち 手 手 う 、

合う取り う 社 りの取り は

、 等の 前 の で 取り 重

で 全 、 り親 等 、社 福 協 の社 福

、 取り 子ども 学 等 施 、

子ども ち 見 り、相 う の り

の見 の で、 政 社 福 協 （以 、社協）、社 福 ・福

施設、N 、市 ど ・協 、 の子育 野 入 、子ども・

子育 児童 全育 も 、 児童 子育 社 で

う 社 りの 重

8
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 的 護   

2020（ 和 2）年 は新 の

大 、 等、社 全 大 あり の は、

児童 の 、 社 養 施設等 も大 も

の では、新 整理

保護児童  

の 、1 歳児 3 歳児 等 期 で、 の

のあ 子ども ちの う指 あり は、

全 2020 年 4 5 の児童相 所・市 政の 等の

数は前年 り減少 、学 等 の も減少 ど、 等の

のでは 指

の 、児童相 所の 数は、2020 年 1 6 での 年 で 98 814

上り、 の り 等 り、 子ども

の 、 、 入減等 等 り、 等

の指 もあり

の 、児童相 所 も 等の理

ど、 の で

で、 は り、 も 分

で もあり

り、 り親 も の

の （2020 年 11 、 府）8では、 2020 年 4

は の 就 数は 前 で 70 の減少（ の

2 ） り、 の 口は （ の 2 以上） の

・ 、 期 の 、10 の の 数は 値で 851

、前年 率は 8 も上

、社 養 施設等 所 社 の で 学、就 の 、

の 、 り の 等 り り

社 養 施設等では、 う 、

の手 差 う もあり

8
府 の の 2020（ 和 2）年

. . o. o o 19 o .

9
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の の 子ども 見 り、 、 は

2020 年 5 児童等見 り 施 、子育

う 等（子ども 、 ども 等）の 、 児童 策 協

の 児童等 子どもの 、 の の 、

学 ・ 指 等 子どもの見 り

的 護  

社 養 施設等の 、里親等は、 の 、 の

、 大 の 策 は り 、社 養育 子ども ち の

、

2020 年 3 の全 での の は、児童養 施設 子 施設

入所 子ども ち も学 施設 り、 、 の 整

、 も も の 置 は

の う 定 、24 、施設 子ども ち

、 上 り、 、 ど、

大 の の もあり

、 の の 子 施設 は、就学期の子ども ちは施設

、 親は就 の 、 就学前の 児は 育所等 の の 、

り、 の の取り の もあり

児童養 施設 児 等では、 減 、 の

り、 での う もあり

子ども ち 児 児童養 施設で 入 あ は、

の で の 減 、子ども 定期 、 で 入

り 、施設 は の の 分では

、 定の 24 ど、 う もあり

、里親 は 42.7％、 37.9％ 里親委

託 り親 も 12.9％ り の 、 学

の 置 り、 の り替 里親も の

もあり

  

10
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度  

の う 社 養 施設 育所では、 の あ も

大 の う で、子ども ちの 、高 施

設 施設の は 子どもは

理 、高 施設 施設 、

、子どもの育ち 社 養 施設、 育所の

、福 分 ものであり、 あり

り 置入所等 減少 り、 では 置 の減 、

の の ど の 定定 の取り は、 の

大 も ものであり、見 で

、 で社 養 施設 り （1施設上 800

、 10 10） 都道府県の 差 り、2021（ 和 3）年

度の 等の 率の あ も都道府県で 差

  

11
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 . 的 護 性  

では、 社 養 施設 取り 、以 8

り、 の社 養 の取り の 整理

の取り の も 、 、社 養 施設、里親等では取り

、社 養育 計画のも で 度 の は、社 養

の も 、市 、都道府県、 、 社 養 施設、里

親等 等 ・ 合 取り で で で

でも市 、都道府県 、 の 差

、 政の のも 、 重 で

（1）  

（2） 性 保 

（3） 保  

（4） 護 的 護  

（5） 児童  

（6） 的 総 的 的 護 体  

（7）  

（8） 保                                

 （1）   

の社 養 施設 社 福 は、2016（ 28）年の児童

福 ど 、 養育 里親等 の 、

養育 の ・ 分 等の整 は

の取り の 、施設 では 、社 福 高

・ で、 里親

期 あ 、 の 定 施

、あ う、 等 重 で の 、

社 養 施設は社 福 期 計画 策定 、高 ・

は 、 ・ 分 等 う計画

で

、 の社 福 の も重 、全 で

の取り 、社 福 社協の ・協

う 社 福 の ・協 の取り の の 子

ども の も広 大 で の の社 福 等の ・

協 は り、 で、 の で子ども ちの育ち

12
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で

  ネ ト   

養育 の の も 、社 養育 計画では、社

養 施設 ・ 分 は の 期 、

社 福 、 ・ 分 計画

で

社 養 施設の は、 りの子どもの 養

育の 養育 の あ は、子ども 定

で 子どもの 所 り の の 大 で の 、子

ども 養育 う の の り り

社 養 施設の ・ 分 あ は、 の の

で りの 定 就 で う、

整 、 、 の 等 は

重 であり、 の の 整 で

養育 、児童指 育 う の はも り、 理

、 、 、 、 養 等の 定の 置・ は

ではあり 社 福 全 で 定の 、 ・ 分

養育 定の 指 等 、 養育

（ 等）

・ 分 は、 ど養育 、

であり、 等の あり ・ 分

、養育 の 、子どもの は、社 福

全 で （ ） 、 、 り

高 で

2019 年度の 代育 策施設整 では、

のは 、分 、 で は 本 施設

は施設 、 のは 大・ ・ （ 以 ）の整

は社 養 施設 、 の 理 、

・ 分 も 、高 ・ の は

で、施設整 あり

  

13
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の高 、 は、

） の の 等の理 、里親等での養育 合

） での 里親 ど、年長の子どもで

合であ 、 理 、 どの の

の

ど

う の高 子ども は、 の子どもの あ

の 定の の の 、施設形 （本 ）

合 もあり も、で 少 数の 、子ど

も ・ 定 整 で

全 児福 協 （以 、全 協）では、 の高 児 の 、

） 、 あ 、あ は あり 、

児

） あり、 の 、 児

） 等 養育の 、 理・ 神 、 の 児

） 親の 神 、 、 、 、 の どで

、見 り

の の 広 で

子ども の 岐 り重 で、 の高 子ども

の は、社 福 高 ・ は

で、 の 上 で

、 の は で

社 養 施設 入所 子ども 里親等 委託 子ども 、 年、

のあ 子 、 子 施設 は、 のあ 子ども

5 、 親も 等 り も

子 で 、 子 施設の 1施設

あ りの 数は 10 であり、 置 の 本 の 置

で

のあ 子ども の の の 、社 養 施設、里親等は、児

童 児入所施設、 児 所 等 の は り、

で

14
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（ ） 児童養 施設入所児童等 の概 も 全社協

    

子どもの の も 、社 福 高 ・ 取り

、 の あり

の社 養 施設の 所 、児童養 施設では 数以上 、 児

は 63％以上 、 養育 の ・里親委託等の 養 の

で 、社 養 施設は、 養育 里親等 の

う

（ ） 社 養育の （ 和 2 年 10 ） も 全社協

0

10

20

30

40

50

60

70

児童 児童 児 児童 児童 児童

的 児童 児童の

の

・ 的・

の児童
の

児童 児童の
（ 、％）

（ ％）
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（ ） 社 養育の （ 和 2 年 10 ） も 全社協

児童 の養 は 終手 であり、 で

あ 置であ であり、で り 期 であ であ （ ）

児童 親の養 児童の の う であ

児童の代替 養 指 、社 養 施設は、

、社 福 、 養育 里親等 の

あり

は あ

は、親子 の理 、 の の ・ 取り

重 で 子ども の の の 、 所 の

は、 高

の ・養 で

里親等 も、 は 理 の で

あり、 の も里親等 等の り

親子の の 託の 、 、 育児指

定 の 入 等 は、 子 ど の ・協 も で

、 子 施設は、 子 の 親の （ 、 神 、就 、

、 、 等） 、 所 の も 、長期

、 子 の は 等

福 所 所 、 子 施設の入所 の 数以上

の

の

児 児童の
（ 、％）

16
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理 子ども 親の う は、福 所 児童

相 所 の 等 は で

里親等 の は、社 福 の 、 の

の で社 養 施設 里親等 の 、 ・協

重 で

以上の う ち、社 福 の高 ・ の 、 の

う 社 福 度 、 定 政 置

あり

   

  

  

  

  

  

  

   

  

 

  

   

  

  

    

 児童 的   

の子ども ちの育ち は、児童養 施設 児 、 子 施

設等 児童 託・ 施 も で 子育

の う 、児童 も り、

でも で う も 、社 養 施設

も児童 設置 、委託 う も

で

社 の理 のも 、 子ども 福 も

市 で 整 で の 6 0

2 歳の 児であ 、子ども 相

17
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、子ども 福 の 全市 整

子ども 福 度 の分 の 整合 も で 都

道府県 政 市 政の の の 整合 も 、 児童 策

協 の 、福 、 、 、 育 ど 度の り

で 、 の子ども の 、子ども 福

では 、 、 等 ・ 、市 等 ・協

も で

 

  的   

里親の 、育 は 就 りで 2019（ 和 ）年度の

の では の 整 は、4 （

、 、 委託、 ） 未 施 、 も

で大 差 あり 、 の 、 委託

で

社 福 里親等 の あ は、 の

託 で 2019（ 和 ）年度の 施 で

は、児童相 所等 120 所、社 福 等 託 102 所（うち社

福 51 所） で社 養 施設等

里親等の も、社 福 等の 託

重 で

の の ・ 整

であり、 の 上

は、 の の 等 大 で の の 上

等 、全 協 の も

里親等 も、社 福 等 の ・協 で、子ども本

子ども の で 児 子

施設等は親子 の 、里親等

の り、 ・ 施 り

で

子ども 里親等の 、養育 等の う

も、 、 り う での

委託 の 大 で の は、児童相 所・市 政

の ・ 整 り

18
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 （2） 性 保  

社 養育 子ども ち の は、子どもの育ちの 、

の社 であ 子ども 福 ・

で

子どもの育ち 、 子 （ 定 の ） 、

育、 社 養 施設 里親等、N ど ・協 重

で 社 養 施設等での養育はも り、子ども ち 里

親 委託 、 子ども ち 施設 所 も社 養 施設等

り、 取り 重 で

子ども ち り 子育

あり 子育 児童 置 、指 委託

子どもの 施 も で

の 養育上の 社 養 の 長期 子ども

子どもの 等 分 取り、社 福 の 児 児童養 施設

、 の 、 の 里親 、

う、社 福 全

で子どもの育ち あり

、社 養育 では、 の で

の ど、 の

は 置 、 社 養 の 部 置 、児童相 所 児童福

27 1 2 政 分 の 置 もの の 合

は、 の は市 う ど、 での社 養 の

、 の あ

子ども ちの育ち の で 、 置 の 策

あり

子ども の で 育 は、 の の

、 合 ・協 あり 、子ども・子育

児童 策 協 は 、 の で子どもの育ち

う ち、子ども・子育 のも 部 り、 の部

児童 策 協 の ・協 あり

19
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 （3） 保   

社 養育 子ども 、社

は、 のあ の 置の 等、 本 、 の

で 、社 福 高 ・ 、社 福

児童福 育 は の 置 、 の 上

も 、 の で

子ども 養育 は、社 養 施設 の

、 の子ども あ ち 、

計画 策定 、 計画 見 、 定 で

の も、 う 子ども ち 施で 定

の の育 の で

子どもの の の の 計画 の理 、手

の 等は う あり

は、 の のあ

で 、 児 児童養 施設、 子 施設等 は のあ 子

ども ちの入所も 、 の高 子ども の の

のあ ・育 は、 等の

育 の取り であり、 の 政 で

施設の ・ 分 高 ・ は、

置の で

の社 養 施設の は、 り里親 相

相 、 、 理 、 、 指 等 置 、

本 置（ ） 、 所数 数 置で

う で 目 岐 り、 社 養

施設等での理 分 あり 設定 の の

で

の 政の 定 の も で は 県で 1 2

り、都道府県 は う の の

、 養 施 、里親委託

もあり 里親委託 あ 、

の は であり、 率の 上 で （2021（

和 3）年度 り 2024（ 和 6）年度末 で 取 期 、 率 1 2

2 3 上 ）

20
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、 、 養育 社 福

も で

2020（ 和 ）年 は、 子ども 福 知 ・

う の の り の の 上策

設置 の での の 、2021（ 和 3）

年 2 2 は、 の形で り

社 養 は、新 のでは 、 育

の う で 知 ・ は、子ども 福

全分野 、 う 、子どもの り、 も、

う も 新の も で

 

 （ ） 護 的 護   

社 養 施設 里親等 は、 で以上 子どもの

取り う 子どもの では、子ども

ち 、 育 、 、 の 4

う 定

子ども ち は、 等で う 、

は で ど、子ども 置 取

あり、 育 、

長 育 あり 、あ の 取 子ども

り、 等 社 養 施設 里

親等では、 う 本 子どもの の も 、子どもの の は

、 りの子どもの あ 養育 あり

上 の 本 子どもの の も 、社 養 施設 里親等

で 、 は、 の で

計画の 、子ども の 画 ど、 の 子ども

本 の 見 あり

施設 の 子ども の の の取り 、 は の

等も 社 養 施設 社 福 里親等では、子

ども ちの 、子ども ちの育ち う で取り

重 で

21
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社 養 施設等の の 上の 、3年 度の 三 の

2020（ 和 2）年度は 3期 期 （新

り 3期は 1年 長 2021 年度 で）、 施設の の も

あり、形 の 上の の の指 もあり

三 の あ 、 の 上 で

里親等 、里親等の の どう で

は 三 2012（ 24）年 知

、2018（ 30）年 は 1 所の ど であ の

はあり 、子ども ちの 、 う 部の

のあり あり

 （ ） 児童   

の 児の 等 、児童相 所は 期 り、

子ども ちの 、 等の で 分 は

あり

子ども ちの育ち で は市 の 重 で

子ども 市 児童相 所 協

あり 子ども の の うち 見 、

始 う で

の も、市 子ども 合 の設置 も 、児童

の設置 、 あり

児童相 所のあり で 、児童相 所 口は

どの 、 の どう の ど、 で

で

は、児童相 所は相 の 入 、

社 福 等、 理 、

児の養育、 、 計画の策定・ 定、 、

等の 、 （社 福 等）の 、 ・協

で

児童相 所の 理 、 の

も で 理 のも どう の

も 、 は で

22
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福 所 児童相 所の り、子ども

等で 親 どう 等の

、 子 施設の 神 のあ 子

子 施設 置 も 置 等 り、 子

施設 置 子 ど ど

もあり 福 所 児童相 所の ・協 で

 （ ） 的 総 的 的 護 体   

、社 養育 計画の のも 、里親等 の委託 で 、

の社 養 施設では定

定 の 、10 年 社 養育 計画

で、社 養 施設は の の 合 、 の施設の ・

ち 、計画 取り

社 養 取り 見 、 ・ 合 施設 のあ

り 見 あり 全 児童養 施設協 （以 、全養協）、全

協では 児童福 の取り の 整理 設

置 、 も、 児童福 の理

り、 の は重

全 協では、 児 合 （ 児 の のあり

委 、2019（ 和 ）年 9 ）の で 児 合

の 、社 養育 の も、2021（ 和 3）

年 目 児 の う 児 合

の で、相 の 高 、

で

全養協では、 の児童養 施設 もの （児童養 施設のあり

委 1 、2019（ 和 ）年 11 ）の で、施設の高

の取り 子ども りの育ち の

の 養育 、 育 は 、

どの 、施設

社 福 の取り 、 計画の策定 どの

の 政 分 ど、

あり の は、 率 里親委託率 で施設

23
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のでは 、施設 の定 の

で

の は、 置 政 、高 ・ 等の

等の 定 の

合 も 、全 定 政 置 で

、社 養 施設等の 見 は、 児施設もあ

あり 社 養 施設 里親等の 児 の 、

高 重 で 、児童 理 施設 児童 施設、

どう 置 、あ も で

（７）自立支援

〇 子どもたちの自立後の進路を考えていくためには、子どもの意思を尊重し、その子ど

もの社会への適応力、家族との関係性等を十分に考慮し、最善の選択ができるように支

援していくことが必要です。また利用可能な社会資源に関する情報を提供するとともに、

各種手続きに対する支援などを行っていくことも必要です。 

 〇 とくに、家族との関係のなかで、もっとも信頼すべき親から虐待を受けたこと等によ

り、自尊感情と自己有用感が低い子どもも多く、社会のなかで自分らしく生きていくま

でに時間がかかるケースが多くなっています。 

退所に向けたリービングケアとともに、退所後等の社会的養護関係施設等の継続的な

アフターケアの支援が必要であり、気軽に相談でき、支援してもらえるという安心感の

もてる関係を構築するとともに、退所児童を緊急的に施設で受け入れ、支援していくこ

とのできる仕組みを拡充していくことが必要です。 

〇 2019（令和元）年度の児童養護施設の退所後の状況をみると、就職は 62.9％、大学・

短大への進学は 14.0％となっており、全高卒者の大学・短大への進学率の 51.9％とま

だ大きな格差があります9。とりわけ、就職したものの非正規雇用を余儀なくされたり

転職を繰り返したりする子どもに対する継続的な支援は重要であり、社会的養護関係施

設等を有する社会福祉法人が支援を継続していくことが必要です。 

〇 さらに、里親等から進学・就労していく子どもに対する自立支援やアフターケアを行

うために、フォスタリング機関に担当職員を配置し、委託解除前から継続的に支援を行

うことが必要です。 

9
社 養育の 2020（ 和 2）年 10
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 （ ） 保  

社 養 の 分 で は で 2020（ 和 2）年度の

置 では、入所施設 置 等は 1 153 、里親委託 は 129 、

入所施設 置 は 1 あ り年 250 （1 2 ）で

2015（ 27）年の （ o ） 、

本の は 1.36％ り、 りは高 ものの、

も ど の は、児童手 の

であり、 本では子ども 福 、 社 養育 子ども の 政

は の で

社 養育 計画 は、 で 5年前

政策目標で 子ども・子育 新 度で 1 うちの

3 000 は 2021（ 和 3）年度の

の で 1900 上 は で 、施設、里親等

は 2020（ 和 2）年ど り り、 で

   

で う 、 の社 養 施設 里親等 は、

で 、子どもの育ち 、 で う も 、社 福

都道府県の社 養育 計画のも 、高 ・ 、

・ 分 どう の 、 の取り

で

も社 養育 計画 、 分 重ね で

では、2021（ 和 3）年度 、 里親委託・施設 分 等

（ ） 、社 養育 計画の 年 あ 2024（ 和

6）年度 で 取 期 、里親等 の委託 施設の 分 等

都道府県、市 の社 養 は、社 養育 計画の の

都道府県の取り も 、 の 定 、

、 の 子ども う 取り で

で

子ども の の は、 の 福 等

で 社 取り で

のあ 社 り で、高 、 等 の
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も 、 の で、子ども の も う

、社協 等の ・協 のも 、 で

2022 年 定 児童福 、子どもの の 、

整理 あり 、社 養 施設等

の の ・ は、 の協

あり 、 あ は、 での も 、 育

も 、 の子ども の あり、どの

う ・協 の 、 の で で

本の未 う子どもの育ち ・ は、都道府県

市 の で の子ども 福 施策 、

、 部 学 、 府 分 り、 の ・協 分で

全社協では、 ね り 、

は 子ども （ ） の設置 で

の は、広 社 養 分野 （ ） 見・

もので 、 社 養 分野 （ ）等 の 見

、 重ね う で、2021 年秋 は 終 取り 定
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全国社会福祉協議会 政策委員会 

社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 名簿 

（敬称略） 

学識 柏女 霊峰 淑徳大学 教授 

学識 増沢 高 子どもの虹情報研修センター 研究部長 

学識 藤井 康弘 全国家庭養護推進ネットワーク 代表幹事 

髙橋 誠一郎 全国児童養護施設協議会 副会長 

横川 哲 全国乳児福祉協議会 副会長 

村上 幸治 全国母子生活支援施設協議会 副会長 

 河内 美舟 全国里親会 会長 

 北川 聡子 日本ファミリーホーム協議会 会長 

 橋本 達昌 全国児童家庭支援センター協議会 会長 

 渡邊 守 NPO 法人キーアセット 代表 

【オブザーバー】 

   全国児童養護施設協議会   会長 桑原 教修 

   全国乳児福祉協議会     会長 平田 ルリ子 

   全国母子生活支援施設協議会 会長 菅田 賢治 

（検討経過） 

2020（令和 2）年 8 月 5 日  第 1 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

・「社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会」 

論点に関する検討について 

2020（令和 2）年 10 月 23 日  第 2 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

・子ども家庭福祉の主な動向と課題 

・第 1 回検討会における主な意見等について 

・テーマ別検討会における追加の検討課題について 

2020（令和 2）年 12 月 7 日  第 3 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

                  ・これまでの検討を踏まえた議論の骨格について 

2021（令和 3）年 1 月 20 日  第 4 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

                  ・中間まとめ（素案）について 

2021（令和 3）年 2 月 8 日  第 5 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

                  ・中間まとめ（案）について 

（委員長） 
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止 化

年 生 合計
生

1949 ー ーム 2 696 638 4 32

1973 ー ーム 2 091 983 2 14

1989 子 1 57 1 246 802 1 57

2005 合計 生 1 062 530 1 26

2019 90 865,234 1.36 合計 生

1 8

2025年 75

2040年 65

子

（全社協 成）

1.88
1.76
1.73
1.68
1.57
1.42
1.29

計 率

の

令和2年度

33



児童 の の

全ての が 全に 成 れるよう、 について ⽣ ら⾃⽴⽀援 で 連の 策の なる 化等を図るため、
福祉法の理念を明 化するとともに、 ⽀援 の全国 、市町村及び 相談所の体制の 化、 の推
進等の所要の措置を講ずる。

１． 福祉法の理念の 化等
（1） は、 な を け、 や な成 や⾃⽴等を れること等の を することを明 化する。
（2）国 地方公共 体は、 者を⽀援するとともに、 と同様の環境における の を推進するものとする。
（3）国 都道府県 市町村それ れの を明 化する。
（4） 者は、 のしつけに して、 に必要な を超えて を してはならない旨を明記。
２． の
（1）市町村は、 ら て での れ目ない⽀援を⾏う ⽀援 の 置に努めるものとする。
（2）⽀援を要する 等を把握した 機関や 等は、その旨を市町村に するよう努めるものとする。
（3）国 地方公共 体は、 施策が の ⽣ に することに す きことを明 化する。
３． の 的 な
（1）市町村は、 等に する必要な⽀援を⾏うための の整備に努めるものとする。
（2）市町村が 置する要 策地域協 の調整機関について、 を 置するものとする。
（3） で定める は、 相談所を 置するものとする。
（4）都道府県は、 相談所に① 理 、② は 、 指 の 福祉 を置 とともに、

の 置 はこれに ずる措置を⾏うものとする。
（ ） 相談所等 ら められた 合に、 機関や 等は、 等に関する 等を できるものとする。
． の ⽀援

（1） 関係 ⽀援について、施 、 、市町村、 相談所な の関係機関等が連携して⾏う き旨を明 化する。
（2）都道府県（ 相談所）の として、 の ら の⾃⽴⽀援 での した ⽀援を位置 ける。
（3） を法定化するとともに、都道府県（ 相談所）の として、 に関する相談 ⽀援を位置 ける。
（4）⾃⽴援 について、22 の年 での にある 等 の者を に 加する。
（検討規定等）
○施⾏後 や に、要 の 措置に係る における 所の関 の 方、 制 の 促進の 方を検討する。
○施⾏後２年 に、 相談所の の 方、要 の通 の 方、 福祉 の 事者の 上の方策を検討する。
○施⾏後 年を目途として、 市 が 相談所を 置できるよう、その 置に係る⽀援等の必要な措置を講ずる。

改正の概要

平成29年 ⽉ ⽇（ 、２（3）については公布⽇、２（2）、３（4 ）、 （1）については平成28年10⽉ ⽇）

（平成28年 ⽉27⽇成⽴ 6⽉3⽇公布）

的 策

的 の の 策

保 児童 的

的 の

児童 の 的 の ・

保 児童 的

・ の

化 対策

児童虐待の防止 的 の

の 本 の

保 児童 ・児童虐待防止対策の

の

児童 の

的
的 の

保 児童 的 の

（全社協 成）
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の
本 対 抜

39. 委 会 に お
る子ども に に代 るも る に

る る る

45 委 会 お に
おける る るも る

（ 、 は全社協）

児童 的

基 全社協 成
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児童の 的

65 2009年12 18
一 と の家
児童と の家

家 は社 の基 で ると同時 、児童の成 、 及 保護
と て な で るため、 一 、児童 （ は 合 て

の の 者）の養護 で 活で る 、 はかかる養護
る することを て活動す で る。 は、家 の

養護機能 対する な の支援を る 保 す で る。

児童を家 の養護か ることは と な る で
り、 能で 一時 な 置で る で り、で る り 間で

る で る。 の 定は定 見 る で り、 の
は た 合、 記 で 定 る

て、児童を の養護 すこと 児童の の かな と
す で る。

（ 均等・児童家庭 家庭 名 は当時） 、 は全社協）

の 的
児 の の

 乳 児
お

 に る 乳 児
護 自

 乳 児
 ミ ー

心
も も る

子 子ども 的に
け る

お 子ども に ける もに
お る お

お に る に
る に

（ 、 ・ は全社協）
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の の
本

親 養
52. 委 会 親 養 る 代替的 養
に に る養 数

養 る に
代替 養 にお る に

る に 委 会
に る 委 会 里親 的 け る

里親 け る る 里親
的に に る

（ 、 は全社協）

. 代替的養
22 見に に3 代替的
養 る る に る

的 る る代替的養
お に

る る
的養 る

23 養 る養 に
る も 養 る に

お る 進 的 に 的
的 に 代替 る

る 的 的 数 養 ど に
養 る 養 る

に る る
る 養 に る

的 る
. 養

125 る
る ける る

（ 均等・児童家庭 家庭 名 は当時） 、 ・ は全社協）
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の

平成 年児童福祉法改正により、子どもが権利の主体であること、実親による養育が であれば、里

親や 養子 組などで養育されるよう、 養育 の理 等が規定された。この改正法の理 を 体

化するため、 生 が参 し開 された有識者による検討会（※）で「 しい社会的養育 ン」

がとり とめられた。

※「 たな社会的養育の在り方に関する検討会」（ 成育 ン ー 子ここ の ）

① を中 とした支援体制の 、②児童 所の 化と一 護改 、③ 養育におけ

る「 と の養育 」 に関して 児から を っての徹底、 養育が な子ども の

施設養育の 規 化・ 分 化・ 化、④ 的解決（ ー ンシー ）の徹底、 養育

や 中的在 を受けた子どもの 支援の徹底などをは めとする改 について、 やかに平成

年度から し、 年 を し 的に進める。

これらは子どもの権利 のために最 の ードをもって実 する必要があり、その において、

子どもが 利 を被ることがないよう、十分な配慮を行う。

で された 年 の
・ くとも平成 年度 でに で行われる ン 関事 の を 実に する。

・ 成に最も重要な である３ については ５年 に、それ の の子どもについては
７年 に里親委 上を実 し、 童 は 1 年 を 途に里親委 上を実 する（平成

年度 の里親委 （ 年 ）1 ）。

・ 施設での 在 は、 として 児は数か月 、 童 は１年 。（ な が必要な 童
の子どもであっても３年 を とする。）

・ ５年 に、 状の約２ である年 1 人 上の 養子 組成 を し、その後も 加を る。

イント
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児童虐待 対

平成21年度 令和元年度 （速報値）

総 数 42,664件 193,780件
身体的虐待

16,343( 38.3%) 49,240( 25.4%)

ネグレクト
15,905( 37.3%) 33,345( 17.2%) 

性的虐待
1,324( 3.1%) 2,077( 1.1%)

心理的虐待
9,092( 213%)

109,118
（56.3%) 

一時保護児童数 26,829件 46,497（H30）

数

平成21年度 平成30年度

総 数 68,196件 114,481件

数
に 社

府 に 社

令和元年度児童 所での児童虐待 対 数
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1

1 1 1 1 1

児童養護施設の入所児童数

1

1

11

11

1

1

1

1

1

1 1 1 1 11 1
1

1 1 1 1 1 1 1 1

1

○ 護 の

１０年で、里親等委 児童数は約２ 、児童養護施設の入所児童数は約２ 、 児 が約１ と
なっている。

児童養護施設の設置数 児 の設置数

児 の入所児童数

（ ）児童養護施設・ 児 については 年
度1 月1 在（社会福祉施設等 、平
成 1年度 は 福祉 ）

里親・ ー ー については、
年度 月 在（福祉行 報告 ）

里親・ の委 児童数

平成 年1 月
か所

平成 年1 月
か所

（1 1 ）

平成 年1 月
1 か所
（1 1 ）

平成 年1 月
1 1か所

平成 年度
人

平成 年度
1 人

（1 ）

1 1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 1

平成 年1 月
人

平成 年1 月
1 人

平成 年1 月
人

（ ）

平成 年1 月
人

（ ）

における養育を里親に
委

録里親数 委 里親数 委 児童数 養育者の において 養護
を行う 定員５1 1 人

分

（里親は
重複 録
有り）

養 育 里 親 1 1 1 人
ー 数 か所

里 親 1 人

養 子 組里 親 1 1人
委 児童数 1 人

親 里 親 人

1 か所

護 か所

護者のない児童、被虐待児など 上養護を必要とする児童などに対し、 的な責任として、社会的に
養護を行う。対 児童は、約４ ４ 人。

○

護
子

児（ に必要
な場合は、 児
を含む）

護者のない児童、
虐待されている児
童その 上養
護を要する児童
（ に必要な場合
は、 児を含む）

、
における 関

その の
上の理 により
社会生活 の適
応が となっ
た児童

行 をなし、
はなすおそれ

のある児童
その

の 上の理
により生活
等を要する児童

配 者のない
子 はこれに準

る事情にある
子 その者

の 護す き児
童

育を
した児童であっ
て、児童養護施
設等を 所した
児童等

1 か所 か所 か所 か所 か所 1 か所

人 1 人 1 人 人 1 1 人

人 人 1 人 1 人
児童 人

人

人 1 人 1 人 1 1 人 人 人

※里親数、 ー 数、委 児童数、 児 ・児童養護施設・児童 理 施設・ 子生活支
援施設の施設数・定員・ 員は福祉行 報告 （平成 1年 月 在）

※児童 支援施設・ 援 ー の施設数・定員・ 員、 規 ープ 、 規
児童養護施設のか所数は 福祉 （平成 年1 月1 在）

※職員数（ 援 ー を く）は、社会福祉施設等 報告（平成 年1 月1 在）
※ 援 ー の職員数は 福祉 （平成 1年 月1 在）
※児童 支援施設は、 施設を含む
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の 保 の

養 子

数

率

数

に 社

（ ）要 護児童数は、里親・ ー ー の委 児童数、 児 ・児童養護施設・児童 理 施設・児童 支援施設・ 子生活支援施設・ 援 ー の入所児童数の合 （ ー ー は平成
1年度 、 援 ー は平成1 年度 の数）

（出 ）
・里親、 ー ー 、 児 、児童養護施設、児童 理 施設、 子生活支援施設は、福祉行 報告 （ 年度 月 在）
・児童 支援施設は、平成 年度 では社会福祉施設等 、平成 1年度 は 福祉 （ 年度1 月1 在）
・ 援 ー は、 福祉 （平成1 年度、平成 年度は 援 ー 協議会 ）

護 の

1
1

1 1 1 1 1

1

11
1 1 1

1 1

1
1 1

11

1

1 1 1
1 1 1 1 11 1

11

1 1

1

1

1

1
1

1 1 1 11 1 1

1

1

1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

要 護児童 体

児童養護施設

里親

児

ー ー
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の の

、福祉事 所 児童 所（児童委員を する場合を含む） に都道府県児童福祉 議会

虐待を受けた被措置児童等

事実 認・ 等・被措置児童等の状況や事実
認

一 護
報告 ・ 入 ・改善 告等の権 の行

施設運営改善のための取組の継 的な

報告

届出・通告・ の 関からの通 の の検討
今後の対応方 について決定

虐待を受けたと われる被措置児童等を 見した者

通
知

ー 会議（事 対応 ー 、 ー 等）

被措置児童等虐待が認められる場合

被措置児童等虐
待の が
必要な場合

被措置児童等虐待が われる場合

都道府県（担当 ）※

児童 所

意見

報告

意見

報告

意見

虐待を受けた児童に対する支援 施設等にいる
の被措置児童等に対する支援

の児童に対す
る支援が必要 施設運営等に関し改善が必要

協

被措置児童等の
見守り等必要な
支援

虐待 の場合
で関わりが必要
な場合

都道府県において担当の主担当となる担当 を定めておくことが必要

通
告

通
告

届
出

相
談

届
出
（
相
談
）

都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会

入所児童から
虐待を受けた
の を受

けた施設職員
等は やかに

体に

や
体が作成して
いるガイドラ
インに基づき
適 に対応

虐待の 防 見のための取組の推進（ 体職員・施設職員・入所児童に対する 等）

一時保護の 等 関する基
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一時保護の 等 関する基

一時保護の 等 関する基
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一時保護の 等 関する基

一時保護の 等 関する基
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改正社会福祉法の概要
（地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の⼀部を改正する法律による改正）

１．地域福祉推進の理念を規定
地域福祉の推進の理念として、⽀援を必要とする住⺠（世帯）が抱える多様で複合的な地域⽣活課
題について、住⺠や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決が図られることを
目指す旨を明記。

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な⽀援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住⺠の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住⺠に⾝近な圏域において、分野を超えて地域⽣活課題について総合的に相談に応じ、関係機関
と連絡調整等を⾏う体制（＊）

○ 主に市町村圏域において、⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援機関等の関係機関が協働して、複合化した地
域⽣活課題を解決するための体制

３．地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、
上位計画として位置づける。（都道府県が策定する地域福祉⽀援計画についても同様。）

（ ）例え 、 区社 、市区町村社 の 区 当、 括⽀援 ンター、相談⽀援事業所、 ⼦育て⽀援 点、
利⽤者⽀援事業、社 ⼈、 ⼈等

※ 附則において、法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について
検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨を規定。

※ 2017年（平成29年）6⽉2⽇公布。2018年（平成30年）4⽉1⽇施⾏。

一時保護の 等 関する基
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対 の

の への と 関する

対 の

の への と 関する
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○ の の

社会的養護を必要とする児童においては、 体的に 等のある児童が 加しており、里親におい
ては２４ 、児童養護施設においては３ ７ が、 等ありとなっている。

児童養護施設入所児童等

1

1

1
1

社会的養護を必要とする児童のうち、 等のある児童の 合

里親 児童養護施設 児童 支援施設児童 理 施設児 子生活支援施設 ー ー 援 ー

（ 意 ）については、平成1 年より、 およ （ ）については、平成 年より、 分
については、平成 年より 。それ ではその の 含 れていた がある。

等のある児童数（里親・児童養護施設・ 児 ・児童 理 施設・児童 支援施設・ 子生活支援施設・ ー ー ・ 援 ー の 数）

）

か
の の

45,551 17,961 881 208 46 247 142 360 5,144 467 599 2,494 3,914 758 4,235 454 240 207 44 2,568 51

100.0% 39.4% 1.9% 0.5% 0.1% 0.5% 0.3% 0.8% 11.3% 1.0% 1.3% 5.5% 8.6% 1.7% 9.3% 1.0% 0.5% 0.5% 0.1% 5.6% 0.1%

47,776 13,569 1,357 250 386 504 5,043 563 2,242 551 2,764 4,002

100.0% 28.4% 2.8% 0.5% 0.8% 1.1% 10.6% 1.2% 4.7% 1.2% 5.8% 8.4%

48,154 11,655 1,771 300 417 618 3,940 586 1,249 526 1,374 3,904

100.0% 24.2% 3.7% 0.6% 0.9% 1.3% 8.2% 1.2% 2.6% 1.1% 2.9% 8.1%

45,407 9,181 1,731 274 365 636 3,147 591 816 3,834

100.0% 20.2% 3.8% 0.6% 0.8% 1.4% 6.9% 1.3% 1.8% 8.4%

41,257 4,811 1,464 262 358 445 1,417 544 1,605

100.0% 11.7% 3.5% 0.6% 0.9% 1.1% 3.4% 1.3% 3.9%

30

の状

25

20

15

10

児童養護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、都道府県や市町村が児童養護施設等へ配布する⼦ども⽤マ
スクの卸・販社からの一括購入等、児童養護施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発、個室化に要する改修に必要となる経費等を補助する。

の

感染経路の遮断のため、必要なマスク、消毒液等の需給が逼迫し、児童養護施設等が⾃⼒で購入できない状況を踏まえ、都道府県等が
児童養護施設等へ配布する⼦ども⽤マスク、消毒液等の卸・販社からの一括購入等に必要な費⽤について補助

感染が疑われる者が発⽣した場合に、施設内で感染が広がらないよう、利⽤者・従事者が触れる箇所や物品等の消毒に必要な費⽤につい
て補助

施設で活動する⼦ども等に必要な情報が⾏き渡るよう、感染症予防の広報・啓発経費について補助（例︓⼦ども向けのポスター・パンフレッ
ト）

事業継続が必要な児童養護施設等において、感染が疑われる者を分離する場合に備え、感染が疑われる者同⼠のスペースを空間的に分離
するための個室化に要する改修費等について補助
※改修規模が大きいものは次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦により⽀援（補助率︓定額（国1/2相当）、補助基準額︓上限なし）

事業継続が必要な児童養護施設等において、 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費（研
修受講、かかり増し経費等）を補助

児童養護施設、児童⾃⽴⽀援施設、⺟⼦⽣活⽀援施設、
乳児院、児童⼼理治療施設、婦⼈保護施設、婦⼈相談所
一時保護所、⾃⽴援助ホーム、ファミリーホーム、⾥親、児童
相談所一時保護所 等

国10／10 １カ所当たり
最大800万円

都道府県、指定都市、中核市、
児童相談所設置市、市区町村
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１ 施設が策定している 規 化・ 分 化に向けた を 規 かつ 分 化に向けて見 し。

２ 今後 される施設の や改 、 の には、 規 かつ 分 化された施設の設置を 。

３ 規 かつ 分 化等を進める で、人 育成の から、本体施設から 分 化施設を させていく場合や、
的に本体施設の ト化を て させていく場合にも、 1 年 度で 分 化 化・ を る を、
人 育成も含めて策定するよう める。 的に ト化する場合でも、

・ 一 での て は ープ とに した 関のある合 の施設 トとするなど、生活 を
させるとともに

・ 社会との な関 の を十分に行う
といった を行うよう める。

４ の施設 ト 施設についても に、 1 年 度で 分 化等を る の策定を める。その 、
トは、 化・ に向けて 的に活用を進めていく。

※ 規 かつ 分 化の
・ ー が に い子どもに 的な を行うため、 理職や 、 護 などの 職の の対応が必要な場合

には、生活 が 合する場合もあり る。

・ このような場合においても、十分な が になるように、できる け 人数（ 的には４人 度 で）の生活 と
し、その 合する生活 の数も きくならない（ ４ 度 で）ことが められている。そのため、 生 とし
ては、 1 年度 の において、引き き検討し、 定的な の に向けて、最 。

第 改正児童福祉法や 化 化・ を た 規 かつ 分 化の なる推進

・ 化 化・ 、 規 かつ 分 化を通 て「 の社会的養育を支 る 的な 」 の変 を進
めるう では、それを担う職員の人 育成や が必要 。人 育成に向けて、 在、活用 な 制度等を 。

・ 生 においては、職員の人 育成に向けて、職員向けの プ ラ の開 や 者養成 の実施等に取り組 で
いくこととしており、都道府県等においても、人 育成の 会の に める。

第 化 化・ 、 規 かつ 分 化に向けた職員の人 育成

・ 都道府県等においては、 施設の 化 化・ に向けた や、 規 かつ 分 化を進める の見
しの検討状況・ 等について ン を行うことにより、 の実情を し、関 者との で な協議を重 な

がら、適 適 な や支援を行い、 施設において 体的かつ実 な が策定されるよう配慮。

第 的な推進に向けて

護 の の

・ 児 や児童養護施設については、 養育 を進める中においても、施設での養育を必要とする子どもの養育に関
し、「できる り な 的 」において、 化された養育や 護者等 の支援を行うとともに、里親や在 の
支援等を行うことなど、施設の 化・ を ることにより、 に を めていくことが 待されている。

・ この「進め方」は、平成 年度 において である措置 等の活用方法、職員配置、運営方法などについてとり とめ、
に取組を進められるよう、施設 体関 者向けの 、参 として 。

・ 取組を に進めていくためには、必要な 支援の在り方が 。 生 は、これらの の対応について、 1 年度
の において、 定的な の に向けて、引き き最 し、それらを て、本 も 改正。

は めに 化 化・ 、 規 かつ 分 化に向けて す き方向

・ 改正児童福祉法に基づく 養育 の下では、施設の ・ を させるものではなく、これ で 上に 的で
くしていくことが められる。

・ 体的には、 児 ・児童養護施設においては、 における ー や の状況、 らの「 み」・「 み」も つ
つ、 下の 体的な を に、施設 等の ー ーシ プの下、施設職員とともに、「 の社会的養育を支 る 的な

」となるよう、 らの施設を変 していくことを していく き。

・ での養育が な子ども 年 で今 での より 的な生活をすることに 的になっている子どもに対して、
の や里親委 等に向けた 的な支援や 支援を含め、 に の い施設養育を行うこと。

・ そのための のある職員の配置 規 かつ 分 化を推進すること。

・ に を めた上で、 における 養育の支援を行うこと。

・ 体的には、 の実情等に応 、 下に取り組むこと。
①一 護委 の受入体制の
②養子 組支援や ン 関（里親養育 支援 関）の受 をは めとする里親支援 の 化
③ と した在 支援や 定 の支援 化

第 化 化・ 、 規 かつ 分 化に向けて す き方向

施設養育の 化の方向

化・ の方向

・ 化 化・ に向けた 下の取組を進める上で、 在、活用 な 制度の要件や 等を 。
１ 職員配置・ 職の配置の 実、 規 かつ 分 化による養育 の 化
２ 在 支援 や里親支援 をは めとする 化・

第 取組を進める上で活用 な 制度
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会

の の

 自治 フ リ

 フ リ

 子 里親 支援
 子 里親 支援 施設

に 社

政 営（児童 所等） 120か所

間 102か所

社 51か所

社 4か所

N 14か所

15か所

の 18か所

＜フォスタリング事業実施先＞ 合計222か所

普及 ・
ー

・
ー ン 等

等支
援

体（120か所） 91か所 89か所 99か所 69か所

間（102か所） 63か所 79か所 28か所 48か所

合 154か所 168か所 127か所 117か所

＜実施事業＞
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会

社 養育の て をもと 全社協

児童 児童の ・ の

の の の

の

4 4 4 4

の の の

の

4 4 4 4

4 4

児童養護施設児童 生 養護
年5 1

支援
4 年

施設
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①子どもの権利擁護の推進

・ 子どもの権利擁護は、子どもの基本的人権を護ること。子どもの権利条約では、「生きる権利」「育つ権利」
「守られる権利」「参加する権利」の４つの権利が定められているとされる。

・ 平成２３年の児童福祉施設最低基準改正で、「児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するととも
に、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない」と規定。

・ 平成２８年の改正児童福祉法において、第1条に児童が権利の主体であることを明記。

○子どもの権利擁護

②子どもの意見をくみ上げる仕組み

・ 社会的養護の施設等では、子どもの気持ちを受け入れつつ、子どもの置かれた状況や今後の支援について説明。

・ 「子どもの権利ノート」を活用し、意見箱や、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員、都道府県社会
福祉協議会の運営適正化委員会等を活用する。

・ 当事者（社会的養護の下で育った元子どもを含む。）の声を聞き、施設等の運営の改善や施策の推進に反映さ

せていく取組も重要。

④子どもの養育の記録

・ 社会的養護による主たる養育者が途中で変わる場合の記録やその引き継ぎの在り方について検討する必要。
→平成２３年４月に「育てノート」（第１版）を作成。

・ 複数の養育者や支援者が関わる場合に、情報共有の在り方も、子どものプライバシーにも配慮しながら、実践
の中で、取り組みの在り方を検討していく必要。

③被措置児童等虐待の防止

・ 平成２０年の児童福祉法改正による被措置児童虐待の通報制度や、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」に
基づき、施設職員や里親による虐待の防止を徹底。
（平成２８年度の届出・通告受理件数は２５４件、うち都道府県等が虐待と認めた件数は８７件）

※平成２７年度の届出・通告受理件数は２３３件、うち都道府県等が虐待と認めた件数は８３件

・ 職員の意識の向上や、風通しのよい組織運営、開かれた組織運営、子どもの意見をくみ上げる仕組みの推進に
より、防止を徹底。

の

子どもの権利の4原則
る 子ども る

育 も に る
育 ど け る

る ど る
る に 見 る

「子どもの権利条約」 一般原則
・ に る る

子 生
療 生活 支援

・子ども 子どもに も
子 子

・子ども 見 見 る
子 自 自

子
・

子 子 自 親
理

セ をもと 全社協
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・ 的 の の

府 に 社

児童虐待防止対策の抜本的強化・予算確保

2000年度 2011年度
養育 12億円 47億円

⑴里親 12億円 41億円 76億円
⑵ファミリーホーム ― 7億円 53億円

養育 563億円 758億円
⑴児童養護施設 373億円 498億円 781億円
⑵乳児院 110億円 123億円 150億円
⑶児童自立支援施設 27億円 35億円 61億円
⑷児童心理治療施設 13億円 31億円 59億円
⑸⺟子生活支援施設 41億円 70億円 101億円

合 計 575億円 805億円

に る 会

に 社
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社 養育 ン（平成 29 年 8 月）・ を た社 養護関 等の動 （ 定）と り  

 ～2018（平成 30）年度 2019（令和元）年度 2020 年度 2021 年度 2022～23 年度 2024 年度（5年経過） 2026 年度（7年経過） 2027～28 年度 2029 年度（10 年経過） 

児  

 
児 140 か所  

定員 3,900  員 2,706  

職員総数 4,921  

児童養護施設 605 か所  

定員 32,253  員 25,282  

職員総数 17,883  2018.3.31  

児 140 か所  

定員 3,857  員 2,678  

職員総数 5,048  

児童養護施設 605 か所 

定員 31,826  員 24,908  

職員総数 18,869 （2019.3.31） 

       

 児は 新 置入所  
 の 度

入 ・ 分  
 あ 子ども以 は 里親委託 
 養育 施設入所の 合も、

期 は ・長 も数  
 
 
 
 
 
 

 都道府県社 養育 計画策定 
 施設の高 ・

、 分

計画 策定（ 施設） 
 市

定 の  
 の高 子どもの の

の 新設、養育

（ ） 
 一時保護 施設 費補助創

設、設置費補助 

 支援 要な子どもを一時保

護 施設で た の

創設 

 補助職員の配置 

 等の の補助創設 

 ・ 化児童養護施設

の職員配置基準強化（6 4） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 施設等創設

のための施設

間 の

補助 

 一時保護 施設

設置 費補助の

拡充、 の

補助を 上 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 のあ

子ども以 は里親委

託 
 定 

  

全 の施設は

（ 大

）・ 分 、

以上の 置 
 
の高

は

（ 度） 
 

児童養護施設 

 

 
 
 
 
 
入所 年以 ・里親委託 

 

 

 児童養護施設の職

員配置基準強化（

6 6） 

 支援担当職員

配置 

 

     

児童家庭支援センター 

 

か所数 122 

社 117 か所  5 か所 

2017.10.1  

か所数 127 

社  122 か所  5 か所 

（2018.10.1） 

       

        児童相 所 口

所以

上の児童

設 置

（ 児童相

所 所） 
 
 
 

市 子ども 合 、里親 整、
、 置・ 所 置 ど高 の 、代替養育

の ・ 等 期 児童養 施設 児 等 設 形の
、 の の社 福 、 、 等 設置

、施設整 の 、 置数の 、相 ・ の
入等、 入（ 年度以降） 

児童 設置  

施設 等 う 、 児 始 、 
児童養 施設・児童 理 施設、児童 施設でも う  

年度 代育 策施設整  
 
分  

で  
本 施設 は施設  

大・ ・ の整  

 児 の

新

、 児

の の

 
→ 児  
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 ～2018（平成 30）年度 2019（令和元）年度 2020 年度 2021 年度 2022～23 年度 2024 年度（5年経過） 2026 年度（7年経過） 2027～28 年度 2029 年度（10 年経過） 

 

 

 11,730 世  

児童数 6,858  

2018.3.31  

 12,315 世  

児童数 7,104  

（ 20.5 ）（2019.3.31） 

       

 都道府県 児 養育 計画  
（ 年以 のあ 子ども

以 里親委託（里親委託率 ％以上）） 
 里親

定 
（うち、 所 ）  

 
 委託児童数・委託里親数

里親相 の 置 
 里親委託 の子どもの 親 の

里親  
（ 数 所、 （ ） 

 

 の ン

対する支援創

設 

 2 以 の

当の拡充 
 

 

  歳未満児 
里親等委託率 ％ 
 （

、

）  

 児（就学前） 
里 親 等 委 託 率

％ 

  学童期以降 
里親等委託率 ％ 

タ

ン 機関

養育包括

支援機関  

 都道府県 養育 計画  
（ で

設） 
 の

（ ） 

の数年 は、里親の

・ の高 里

親養育 の 里親委託の

 

の都道府県で

設置 
 

 24 時間の 支援

体制整備（費 補

助） 

      

養子 の

 

養子 機関 18（2018.12.26） 

社 1 8  5 の 4 

養子 機関数 21（2019.10.1）  

社 1 8  5 の 7 

       

養子 あ 施 （ ）

（ ） 
の親 養育

合、子どもの 分の 定 の の

養子  
 

 間 機関の 者 基

準施 （2019.4.1）、 費 上 

 り 機関

への支援拡充（ 理 担当職員

配置等） 

 養 者 数 担  

 タ ン 機関の 育成

た 創設 

 養子となる年 の

上 上 （

15 ） 

  養子 数

年度 で

（ 年 ） 
概ね 年で養子 数

年  

   

子 活支援施設 

227 か所 

定員 4,648 世  

員 3,789 世  

職員総数 1,994  

2018.3.31  

227 か所 

定員 4,648 世  員 3,789 世  

職員総数 1,994  2018.3.31  

226 か所 

定員 4,672 世  員 3,735 世  

職員総数 2,084 （2019.3.31） 

       

 前 子 の 設（ 年

度 施、 度 ） 
 の 見 、

子 施設の  

 施設  
の 施設の 分

り

 
 の のあ

り

（ ） 
 子 活支援施設の な活

（ 支援、 ー イ、

イライ イ等を ） 
 ・ の 子を 所 る

ための施設整備費等 補助対

 

 子 活支援施設

の な活  

 定 等を

た 合の 活

費 所 り

かかる 補

助 

      

 

里親、

里親、親子里

親等の新

里親 設 
→里親  
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 ～2018（平成 30）年度 2019（令和元）年度 2020 年度 2021 年度 2022～23 年度 2024 年度（5年経過） 2026 年度（7年経過） 2027～28 年度 2029 年度（10 年経過） 

一時保護 136 か所（2018.4.1） 

平均在所日数 29.4 日（2018 年度） 

139 か所（2019.4.1） 144 か所（2020.7.1）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の 三 の策定

 

の 設、

 

一時保護ガイドライン策定（2018.7.6） 

職員配置基準を児童養護施設と同等以上

とすることを明記。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

全 所で 三

施

      

市町村の 

体制強化 

子ども家庭総合支援拠点 106 市町村 

要対協調整機関調整担当者 988 市町村 

 

 

 

 

要対協調整機関調整担当者 8,150 名

（要対協設置市町村は 1,736 市町村）

（2018.4.1） 

子育て世代包括支援センター 525 市

町村（1,106 か所）（2017.4） 

 

子ども家庭総合支援拠点 495 か所

（2020.4） 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 市町村子ども家庭総合支援拠点開

設準備経費への補助創設。 

 土日・夜間の運営費などの補助創

設 

 

 
 
 

 子育て世代包括支

援センターの市町

村同士での共同実

施経費補助 

 市区町村子ども家

庭総合支援拠点の

機能強化（児童虐待

の関する普及啓発

活動の強化、見守り

活動強化のための

補助拡充） 

 

      

 
 

2020（令和 2）年 11 月 12 日/全社協政策企画部整理 

児童 策 合 （新 ）（ ） 
子ども 合 ・ 協 整 整 全市 設置・

都道府県 計画の策定（2019 2024 年度）
※概ね 5年以 子どもの の

の 所の見 、 施設・ 委託里親

の 数、 の育
、

の 入所期

学で 学 以上

の子どもの 計

 

所 子どもの の  
（ の ど） 

児童相 所、

う施設・里親

等 子ども福

の  
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都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
に
お
け
る
里
親
等
委
託
率
・
代
替
子
ど
も
数
見
込

3
歳

未
満

3
歳

以
上

就
学

前
学

童
期

以
降

計
画

始
期

計
画

終
期

差
計

画
始

期
計

画
終

期
差

1
北

海
道

1
9
4
6

1
8
4
1

-
1
0
5

1
3
3
0

1
2
6
6

-6
4

-4
.8
%

2
青

森
県

6
0
.9
%

6
2
.2
%

4
7
.9
%

3
4
4

2
7
7

-
6
7

2
4
6

1
3
6

-1
10

-4
4.
7%

3
岩

手
県

5
4
.8
%

5
2
.6
%

4
6
.6
%

4
3
8

5
1
6
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